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群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 募集要項 

本募集要項は、令和６年２月１４日に公表した実施方針に対する意見を取り入れ

たものであり、本募集要項と実施方針に相違がある場合には、本募集要項の規定内

容が優先する。また、本募集要項に記載がない事項については、実施方針及び本募集

要項に対する質問・回答による。 

第１章  事業概要 

１． 事業名称 

群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 

２． 事業目的 

群馬東部水道企業団（以下「企業団」）は、平成２８年度の設立以降、群馬県東部

の太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の３市５

町に給水を行っている。平成２９年度からは『群馬東部水道企業団事業運営及び拡

張工事等包括事業（以下「第１期包括事業委託」）』を導入し、より効率的な事業運営

に取り組んできた。 

第１期包括事業委託では、技術の継承や公益性を確保することができ、事業契約

終了後も存続することができる官民出資会社形式を採用することとし、官民出資会

社である株式会社群馬東部水道サービス（以下「㈱群馬東部水道サービス」）を設立

した。その業務範囲は、検針・収納業務や浄水場管理業務（３条業務）のほか、老朽

化施設や管路の更新整備業務（４条業務）を含むものであった。また、委託期間は、

広域化に伴う施設整備の事業量が増加する期間と合わせて８年間と設定した。 

令和２年度に委託期間の折り返しを迎えたことから、令和３年度に『包括事業委

託中間評価』を実施した。その結果、職員数を削減しつつ事業が運営できていること

や、企業団の効率的な事業運営に対して一定の成果を上げていることが確認できた。 

また、令和３年度に公表した水道ビジョンでは、理想像の一つに「健全経営を持続

する水道」を掲げており、この理想像を実現するための個別方策「組織体制の 適

化」において、経営の効率化を目指すため、包括事業委託を有効に活用しつつ少数精

鋭による組織体制を構築することとしている。 

現在実施している第１期包括事業委託の委託期間が終了することを受け、これま

での事業評価を踏まえ、令和７年度以降の事業運営方針についての検討を行った結

果、引き続き、官民出資会社形式による、『群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工

事等包括事業（第２期）（以下「第２期包括事業委託」）』を実施することとし、以下

のとおり企業団の事業方針を定めた。 

群馬東部水道企業団 第２期包括事業委託 事業方針 

 直営で実施すべき業務と委託によって対応する業務を明確にし、少ない職員で効

率的な業務を実施する。 

 ㈱群馬東部水道サービスと協働し、企業団の技術力を維持しつつ、水道事業の公益

性を確保する。 

 第１期包括事業委託における㈱群馬東部水道サービスとの実績を踏まえ、より高

いレベルの連携を実現する。 
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３． 本募集要項における用語の定義 

民間グループ： １者以上の民間企業から構成される、本事業の事業者選定に応募

する単位のことをいう。 

構成員   ： 本事業の事業者選定に応募する民間グループを構成する民間企業

のことをいう。構成員は対象業務を行う。 

代表構成員 ： 構成員のうち、民間グループを代表する事業者のことをいう。 

選定事業者 ： 事業者選定の結果、本業務の相手方に決定した民間グループをい

う。選定事業者は企業団と共同で㈱群馬東部水道サービスの出資

団体となる。 

第１期事業者： 第１期包括事業委託において選定され、令和６年度まで第１期包

括事業委託を実施している民間グループをいう。 

４． ㈱群馬東部水道サービスの再編成 

本事業では、第１期包括事業委託において設立した㈱群馬東部水道サービスを継

続させることとし、選定事業者と企業団は、共同出資して㈱群馬東部水道サービス

を再編成する。なお、以下に概要を示すが、詳細については選定事業者との協議を経

て決定する。 

（１） 企業方針

・企業団と連携し、群馬東部地域の水道事業の課題解決や地域経済の発展に貢献

する。

・公共の福祉を増進するための水道として公益性を確保した上で、民間の技術・ノ

ウハウを生かして効率的な事業運営を行う。

・行政区域にとらわれず周辺地域の業務受託等を通じて、管理の一元化による更

なる広域事業形態への発展を模索し、スケールメリットの発揮を図る。

（２） 株式・資本金・出資構成

・資本金は１億円とし、うち企業団は５１％（５１百万円）を出資、選定事業者は

４９％（４９百万円）を出資する。

・選定事業者の決定後、第１期事業者は企業団に対して株式を譲渡し、企業団は保

有する株式を選定事業者に譲渡する。なお、選定事業者の出資分について、単独

の構成員による全体出資の３分の１以上の出資は認めない（ただし、選定事業

者が第１期事業者と同じ事業者である場合にはこの手続きを省略する）。

・㈱群馬東部水道サービスは、全ての株式に譲渡制限を設けた「譲渡制限会社」で

ある。株式を譲渡により取得する場合には、株主総会の承認を得る必要がある。

・出資者は構成員のみとする。

（３） 機関構成

・取締役会を設置するものとし、取締役は５名程度とする。

・代表取締役１名と取締役３名程度は、選定事業者から提案する。

・取締役１名は企業団から選任する。

・代表取締役は常勤とし、取締役４名程度は非常勤、無報酬とする。

・選定事業者の各構成員は、代表取締役又は取締役を１名以上拠出する。取締役の

総数は、選定事業者の構成員数に応じて決定する。

・監査役を設置するものとし、２名とする。

・監査役１名は水道事業に見識を有する者として、企業団から選任する。
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・監査役１名は会計に見識を有する者は、選定事業者から提案する。

・監査役２名は非常勤とする。

・任期について、取締役は２年、監査役は４年とする。

㈱群馬東部水道サービスの機関構成図 

（４） 従業員

・第１期包括事業委託において㈱群馬東部水道サービスが採用したプロパー職員

は、管路施設管理業務、給水装置関連業務、水道事務管理業務のほか、㈱群馬東

部水道サービスの管理運営に従事しており、第２期包括事業委託においても継

続雇用を前提とする。ただし、選定事業者の提案に基づいた、構成員への出向を

含めたプロパー職員の配置転換は認める。

・その他の従業員については、選定事業者が業務を実施するために必要と想定す

る人員数を、選定事業者が全て配置する。

・企業団からの出向について、退職派遣形式による出向を行う。

・選定事業者は、必要に応じて㈱群馬東部水道サービスにプロパー職員を追加で

採用してもよい。

（５） 主たる事務所

・企業団を構成する市町内に設置するものとする。

・なお、第１期包括事業委託においては企業団庁舎太田本所内（群馬県太田市浜町

１１番２８号）に㈱群馬東部水道サービスの事務所を設置していた。第２期包

括事業委託においても継続して設置してもよい。

・企業団庁舎太田本所は令和９年度に新庁舎に移転する予定である（移転先：群馬

県太田市下浜田町１０８８番地２）。現在の企業団庁舎太田本所内に事務所を設

置する場合、事務所を移転する必要がある。なお、移転後の新庁舎内に事務所を

設置してもよい。

（６） ㈱群馬東部水道サービスの資金調達

・企業団は、㈱群馬東部水道サービスが行う資金調達に対し、損失補償を行わな

い。

取締役会 

代表取締役 

取締役 

監査役 

1 名 

（民間,常勤,任期 2 年） 

4 名程度 

（企業団 1 名,非常勤,無報酬,任期 2 年） 

（民間 3 名程度,非常勤,無報酬,任期 2 年） 

水道事業に見識を有する者 1 名 

（企業団,非常勤,任期 4 年） 

会計に見識を有する者 1 名 

 （民間,非常勤,任期 4 年） 

株主総会 
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５． 対象業務と構成員 

本事業の対象業務については、以下のとおりである。 

業務内容の詳細、業務実施に必要な要件等及び要求水準については、「群馬東部水

道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 要求水準書」に示す。なお選

定事業者の経験と創意工夫に基づく提案が、現行の要求水準よりも優れていると判

断された場合には、これを採用するものとする。 

① 施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務

② 工事等関連委託業務

対象業務のうち、以下の業務については、担当する１者以上の構成員を指定する

こと。ただし、各業務について、２者以上の構成員が担当する場合は、業務を担当

する構成員の中から、業務を統括する構成員を１者指定すること。業務を統括する

構成員は、当該業務の指揮系統・連携方法を定め、業務水準の統一を担う。 

また、同一の構成員が複数の業務の担当を兼ねることを認める。 

Ａ．施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、浄水場及び関連施設

管理業務 

Ｂ．施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、管路施設管理業務 

Ｃ．施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、給水装置関連業務 

Ｄ．施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、水道料金徴収業務 

Ｅ．施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、水道事務管理業務 

Ｆ．工事等関連委託業務のうち、既存管路の更新整備業務 

Ｇ．工事等関連委託業務のうち、既存管路の更新委託業務 

Ｈ．工事等関連委託業務のうち、その他事業における工事関連委託業務 

６． 事業方式 

本事業は、水道事業者としての事業主体、水道事業経営及び施設保有に係る業務

は引続き企業団が担い、その他の水道事業運営に係る委託業務や管路整備業務を包

括して㈱群馬東部水道サービスに委託する「包括委託」とする。 

したがって、水道料金については、㈱群馬東部水道サービスが収納に係る業務を

代替実施し、企業団が収入することとし、水道事業運営や管路整備に係る費用につ

いては、企業団が委託費や管路整備業務費として㈱群馬東部水道サービスに支払う

ものとする。 

また、施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託の対象業務のうちＡ．浄水場

及び関連施設管理業務、Ｂ．管路施設管理業務、Ｃ．給水装置関連業務については、

水道法第２４条の３に基づき、水道の管理に関する技術上の責任と権限を含めて委

託する「第三者委託」とする。
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民間グループ 

 

 

 

 

 

企 業 団 
構成員Ａ 

①公募・選定

②提案書提唱

③基本協定

④事業契約※２

構成員Ｂ 

構成員Ｃ 

構成員Ｄ 出資 

出向 

出資 

（出向）※３ 

地元 

企業 

既存管路等 

更新工事 

請負契約※１ 

※１ 既存管路の更新委託業務及びその他事業における工事関連委託業務の施工部分に

ついては、㈱群馬東部水道サービスとの事業契約に含めず、従来どおり企業団か

ら地元企業へ工事発注する。 

※２ 既存管路の更新整備業務の施工部分については、業務を担当する構成員と請負契

約を締結する。 

※３ 民間グループから㈱群馬東部水道サービスへの出向は必要に応じて実施する。

構成員Ｅ 

構成員Ｆ 

構成員Ｇ 

構成員Ｈ 
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７． 事業期間 

本事業の事業期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

８． リスク管理 

（１） リスク分担

本事業で想定されるリスクについて、「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事

等包括事業（第２期） 基本協定及び官民出資会社に係る合意書（案）(以下「基本

協定」)」、「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 事業

契約書（案）（以下「事業契約」）」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想

定したうえで、提案を行うものとする。また記載のないリスク事象が発生した場合

は、双方の協議により対応を決定するが、その際は「リスクを もよく管理すること

ができる者が当該リスクを分担する」との考えを前提とする。 

（２） 危機管理事象が発生した際の協力体制

地震、風水害、事故等危機管理事象が発生し水道給水対策本部が設置された際に

は、㈱群馬東部水道サービスは企業団の指揮命令系統下におかれるものとする。 

また、他水道事業体及び関連団体等から企業団へ協力要請があった場合は、㈱群

馬東部水道サービスは企業団からの指示を受けて、要請に応じるものとする。なお、

当該費用は原則として企業団が負担する。 

９． 本事業の引継ぎ 

企業団及び第１期事業者から㈱群馬東部水道サービスへの業務引継は、群馬東部

水道企業団水道事業を安全・安心・安定的に実施するための重要な要素であること

から、業務引継も包括委託範囲に含めるものとし、引継期間は基本協定の締結の日

から令和７年３月３１日までとする。なお、引継期間において選定事業者に係る費

用については委託費に含めず、選定事業者が拠出するものとする。 

また、引継期間は第１期包括事業委託期間であるため、事業実施の責は原則とし

て企業団及び第１期事業者が負う。 

また、選定事業者は、７．に示す事業期間が終了する場合や契約が途中で解除され

た場合についても、次期受託者への引継ぎを行うものとする。引継期間は概ね３か

月間を基本とし、詳細は協議の上決定するものとする。業務引継に要する費用は、選

定事業者と次期受託者がそれぞれの必要とする費用を負担することを基本とし、詳

細は協議の上決定するものとする。 
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第２章  事業者の募集及び選定方法 

１． 参加資格 

(１)  応募者の構成等

(２)応募者の形態は、民間グループとする。

(３)構成員は、対象業務のうち複数の業務を兼ねることができる。

(４)応募者は、施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務を担当する構成員

の中から、代表構成員を１者定めることとする。代表構成員は、本事業の応募に係

る手続の全てを行うこととする。

(５)１つの対象業務を複数の構成員が担当する場合、担当する構成員の中から、業務

を統括する構成員を１者定めることとする。業務を統括する構成員は、構成員の

連携や業務水準の統一に関する責任を負う。

(６)１つの事業者が複数の民間グループに重複して本事業に応募することはできな

い。重複して応募していることが判明した場合、当該事業者が構成員となってい

る民間グループの応募は全て無効とする。

（２） 参加条件

本応募に参加する民間グループは、参加資格審査申請日において、次の全ての条

件を満たしていなければならない。 

① 全ての構成員が、令和６年度群馬東部水道企業団入札参加資格者名簿に登録さ

れていること。ただし、「物品・役務」「建設工事」のうち担当する業務に登録され

ていればよい。

② 対象業務のうち、施工業務を担当する構成員が、建設業法（昭和２４年法律第１

００号）に基づき、水道施設工事及び土木工事で、特定建設業の許可を受けている

こと。

③ 本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有することが明らかで

あり、全ての構成員が次のいずれにも該当しないこと。

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申し立てがなされている者。

イ 法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者。

ウ 企業団の構成団体である３市５町の税（法人市民税、固定資産税、軽自動

車税）及び水道料金並びに下水道料金を滞納している者。

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の各

号による者。

オ 群馬東部水道企業団入札参加資格停止措置要領に基づく指名停止の措置

を受けている者。

④ 各対象業務を担当する構成員が、過去１５年間（平成２０年度から令和５年度）

のうちに、以下の実績を有すること。

ア 国内の給水人口１０万人以上の上水道事業において、水道料金徴収業務

（検針・料金徴収等）を、元請として５年間以上実施した実績。

イ 国内の上水道事業又は水道用水供給事業において、水源として表流水を

利用する施設能力２０，０００㎥／日以上の浄水施設の水道法第２４条の

３による運転維持管理業務を、元請として５年間以上実施した実績。
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⑤ 各対象業務を担当する構成員が、以下の技術者を配置すること。 

ア 「水道技術管理者」の資格を有する者及び「水道浄水施設管理技士」の資

格を有する者。 

イ 「水道管路施設管理技士」の資格を有する者。 

ウ 「給水装置主任技術者」の資格を有する者。 

エ 「監理技術者」又は「主任技術者」の資格を有する者（工事等関連委託業

務実施中、専任で配置すること）。 

オ 「技術士（上下水道部門/上水道及び工業用水道）」の資格を有する者。 

カ 水道法第１２条に基づく、水道の布設工事を監督する資格を有する者。 

キ 「一級若しくは二級土木施工管理技士」又は「一級若しくは二級水道施設

管理技士（管路）」の資格を有する者。 

⑥ 全ての構成員が、「次期包括事業方針決定及び発注に係るアドバイザリー業務委

託」を受注した法人又はその子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第

３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定による子

会社をいう。以下同じ。）若しくは親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規

則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）でないこと。 

⑦ 全ての構成員が、審査委員の所属する企業又はその企業の子会社若しくは親会

社（ただし、㈱群馬東部水道サービスは除く）の関係者でないこと。 

⑧ 全ての構成員が、労働保険加入事業所であること。 

 ⑨ 全ての構成員が、構成団体の行政区域内に本支店若しくは営業所がある、又は

受託後に開設できること。 

 

 

 

  

業務Ａ

業務Ｂ

業務Ｃ

構成員A1 構成員A2

構成員B

構成員C1 構成員C2 構成員A1

…

民間グループ

代表構成員

構成員A1
民間グループの構成員のうち、
代表構成員を一者定める。

民間グループ単位で応募する。

同じ業務を複数の構成員で担当する場合、
業務を統括する構成員を一者定める。

業務を一者のみで担当する場合、
業務を統括する構成員の指定は不要である。

同一の構成員が、
複数の業務を担当することを認める。
※ 業務を統括する構成員に指定しても良い。

…

…

…

…

…

業務を統括する構成員

業務を統括する構成員

〇 民間グループの構成例

…

業務Ｄ
構成員D1 構成員D2 構成員D3

業務を担当する構成員が有資格者を配置すればよい。
※ 構成員D1が業務Dに必要な有資格者を配置する場合、
構成員D2, D3やA1はその有資格者を配置しなくても良い。

…

業務を統括する構成員

有資格者(業務D)を配置

関連項目
（１）①

関連項目
（１）③

関連項目
（１）④

関連項目
（１）②

関連項目
（１）④

関連項目
（２）⑤
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（３） 禁止行為 

応募者及び応募希望者は、令和６年２月１４日に公表された「群馬東部水道企業

団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 実施方針」及び令和６年４月１８日

に公表された「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期） 募

集要項」等公告資料に関する質問のほかは、自己の有利になることを目的として、本

事業の事務局（企業団並びに株式会社日水コン及び虎ノ門南法律事務所）、事業者選

定審査委員会（以下「審査委員会」）及びその他企業団の関係者に働きかけを行って

はならない。これらの行為を行った者は、応募を認めず、又は応募資格を無効とす

る。 

（４） 参加資格確認基準日 

① 参加資格確認基準日は、応募表明書及び応募資格審査申請書類の受付日（令和

６年７月２５日）とする。 

 

２． 事業者選定等のスケジュール 

事業者選定等のスケジュールは、次のとおりとする。 

 

日程 実施事項 

令和６年４月１８日 

募集の公告 

（募集要項、要求水準書、基本協定及び官民出資会

社に係る合意書（案）、事業契約書（案）、提案書審

査基準、提案書作成要領、様式集） 

令和６年４月２５日 募集説明会 

令和６年５月９日～ 

５月２２日 
資料閲覧及び現場見学 

令和６年５月９日～ 

５月２２日 
質問受付 

令和６年６月１３日 質問回答 

令和６年７月２５日 
応募表明書及び 

応募資格審査申請書類受付期限 

令和６年７月２５日 応募辞退届提出期限 

令和６年８月１日 応募資格審査結果の通知 

令和６年８月２２日 提案書の受付期限 

令和６年１０月上旬 プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

令和６年１０月下旬 審査結果の通知 

令和６年１１月下旬 基本協定の締結 

令和６年１２月下旬～ 

令和７年３月 

㈱群馬東部水道サービスの再編成、 

契約条件等協議及び事業の引継ぎ 

令和７年４月１日 事業契約の締結 

※ 応募状況によって、日程を変更する場合がある。 
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３． 応募に関する手続 

企業団は公告資料の他、以下の説明会等により情報提供を行う。応募希望者は、こ

れらの情報を確認のうえ、応募手続等を行うこと。 

（１） 募集説明会 

応募希望者を対象に本事業の背景及び概要についての説明会をオンライン形式で

実施する。 

募集説明会への参加は、応募の必須条件ではないので、参加しなくても応募する

ことができる。 

① 開催日時・場所 

ア 開催日時：令和６年４月２５日（木）午後２時から 

イ 開催形式：オンライン形式で実施 

（当日の接続先は、各参加者に別途通知する。Web 会議アプリケ

ーション「Zoom」を使用予定である。） 

② 申込方法 

  募集説明会参加申込書（様式１）に記入の上、電子メールにより提出すること。

（その他文書の持参、郵送やＦＡＸ等では受け付けない） 

電子メールは件名を「募集説明会への参加申込について」とすること。 

○宛   先：群馬東部水道企業団企画課 

○電子メール：kikaku@gtsk.or.jp 

③ 申込期限 

  令和６年４月２３日（火）午後５時 必着 

 

（２） 現場見学 

応募希望者に対して、以下のとおり現場見学期間を設ける。 

応募希望者は、現場見学を行いたい日程について希望することができる。 

現場見学の実施は、応募の必須条件ではないので、実施しなくても応募すること

ができる。 

ただし、複数の候補日を希望することは可能であるが、実際の見学については、１

事業者につき２日を上限とし調整を行う。 

なお、現場見学の参加については、以下の業務を担当することを予定するものに

限る。 

· 施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務のうち、浄水場及び関連施

設管理業務 

① 見学日時・集合場所 

ア 見学日時：令和６年５月９日（木）～５月２２日（水） 

       （土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで、途中１時間の 

休憩を含む） 

（見学日は各参加者に別途通知） 

イ 集合場所：各参加者に別途通知 

② 申込方法 

  現場見学参加申込書（様式２－１）及び現場見学工程表（様式２－２）に記入の

上、電子メールにより提出すること。（その他文書の持参、郵送やＦＡＸ等では受

け付けない） 

電子メールは件名を「現場見学の申込について」とすること。 
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○宛   先：群馬東部水道企業団企画課 

○電子メール：kikaku@gtsk.or.jp 

③ 申込期限 

  令和６年４月２６日（金）午後５時 必着 

（３） 資料の閲覧 

応募希望者に対して、以下のとおり資料の閲覧期間を設ける。 

ただし、複数の候補日を希望することは可能であるが、実際の閲覧については、１

事業者につき１日を上限とする。 

資料閲覧の実施は、応募の必須条件ではないので、実施しなくても応募すること

ができる。 

① 閲覧期間及び閲覧場所 

ア 閲覧期間：令和６年５月９日（木）～５月２２日（水） 

           （土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

（閲覧日は各参加者に別途通知） 

イ 閲覧場所：企業団庁舎太田本所 

② 申込方法 

  資料閲覧申請書（様式３）に記入の上、電子メールにより提出すること。（その

他文書の持参、郵送やＦＡＸ等では受け付けない） 

電子メールは件名を「資料の閲覧申請について」とすること。 

○宛   先：群馬東部水道企業団企画課 

○電子メール：kikaku@gtsk.or.jp 

③ 申込期限 

  令和６年４月２６日（金）午後５時 必着 

 

（４） 質問受付及び回答の公表 

募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表は、以下のとおり実施する。 

① 質問の受付期間 

令和６年５月９日（木）～５月２２日（水）午後５時 必着 

② 提出方法 

  質問の内容を簡潔にまとめ、募集要項等に関する質問書（様式４）に記入の上、

電子メールにより提出すること。（その他文書の持参、郵送やＦＡＸ、電話、口頭

等での質問は受け付けない） 

電子メールは件名を「募集要項等に関する質問について」とすること。 

○宛   先：群馬東部水道企業団企画課 

○電子メール：kikaku@gtsk.or.jp 

③ 質問への回答の公表 

  令和６年６月１３日（木）に企業団ホームページを通じて公表する。回答の公表

に当たっては、質問者を匿名化する。なお、混乱を招くおそれがあると判断した質

問に対しては、回答しない旨を回答書に記載する。 

 

（５） 応募表明書及び応募資格審査申請書類受付 

応募希望者は、「応募資格確認申請時の提出書類」に示す書類を以下のとおり提出

すること。ただし、該当しない書類は提出不要である。  
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○応募資格確認申請時の提出書類 

提出書類 様式 留意事項 

公募型プロポーザル応募表明書 様式５  

 応募資格確認申請書 様式６ 

提

出

書

類  

会社概要書 －  

業務経歴書 －  

登記簿謄本 
－ 

募集公告日以降に交付されたもの

を構成員全てが提出すること。 

定款 
－ 

新のものを構成員全てが提出す

ること。 

直近３期分の貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書 
－ 

構成員全てが提出すること。  

国税に係る納税証明書 

 － 

直近１ヶ年度分の納税証明書「その

３の３」を構成員全てが提出するこ

と。 

企業団の構成団体である３市５

町の税に係る納税証明書 

－ 

・直近１ヶ年度分の法人市民税又は

町民税及び固定資産税に係る納税

証明書 

・構成員のうち、企業団の構成団体

である３市５町に納税義務のある

構成員全てが提出すること。 

プロポーザル応募者からの暴力

団等の排除に関する誓約書 様式７ 
 

委任状 
様式８ 

構成員ごとに１枚ずつ作成するこ

と。 

特定建設業の許可を受けている

ことを証明する書類（経営事項

審査に基づく総合評定値通知

書） 

－ 

構成員全体で有することが確認で

きること（写しで可）。 

国内の給水人口１０万人以上の

上水道事業において、水道料金

徴収業務（検針・料金徴収等）

を、元請として５年間以上実施

した実績。 

－ 

・実績を確認できる契約書、仕様書

等の写し（１件以上） 

・施設維持管理・業務経営サポート

等の包括委託業務のうち、水道料金

徴収業務を担当する構成員が提出

すること（写しで可）。 

国内の上水道事業又は水道用水

供給事業において、水源として

表流水を利用する施設能力２

０，０００㎥／日以上の浄水施

設の水道法第２４条の３による

運転維持管理業務を、元請とし

て５年間以上実施した実績。 

－ 

・実績を確認できる契約書、仕様書

等の写し（１件以上） 

・施設維持管理・業務経営サポート

等の包括委託業務のうち、浄水場及

び関連施設管理業務を担当する構

成員が提出すること（写しで可）。 
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提

出

書

類 

「水道技術管理者」の資格を有

する者及び「水道浄水施設管理

技士」の資格を有する者が各１

名以上在籍していることを証明

する書類 

－ 

・施設維持管理・業務経営サポート

等の包括委託業務のうち、浄水場及

び関連施設管理業務を担当する構

成員が提出すること（写しで可）。 

「水道管路施設管理技士」の資

格を有する者が１名以上在籍し

ていることを証明する書類 

－ 

・施設維持管理・業務経営サポート

等の包括委託業務のうち、管路施設

管理業務を担当する構成員が提出

すること（写しで可）。 

「給水装置主任技術者」の資格

を有する者が１名以上在籍して

いることを証明する書類 

－ 

・施設維持管理・業務経営サポート

等の包括委託業務のうち、給水装置

関連業務を担当する構成員が提出

すること（写しで可）。 

「監理技術者」又は「主任技術

者」の資格を有する者が１名以

上在籍していることを証明する

書類。 

－ 

工事等関連委託業務を担当する構

成員のうち 1 者が提出すること（写

しで可）。 

「技術士（上下水道部門/上水道

及び工業用水道）」の有資格者１

名以上在籍していることを証明

する書類 

－ 

水道法第１２条に基づく、水道

の布設工事を監督する資格を有

する者が１名以上在籍している

ことを証明する書類 

－ 

「一級若しくは二級土木施工管

理技士」又は「一級若しくは二

級水道施設管理技士（管路）」の

有資格者１名以上在籍している

ことを証明する書類 

－ 

 

① 提出期限 

令和６年７月２５日（木）午後５時 必着 

② 提出方法 

  代表構成員として応募する者が持参すること。 

○受付場所：群馬県太田市浜町１１番２８号 

群馬東部水道企業団企画課 

③ 応募の辞退 

  応募表明書を提出した後に応募を辞退することとなった場合は、応募辞退届（様

式９）を令和６年７月２５日（木）午後５時までに、代表構成員として応募した者

が持参すること。なお、応募を辞退しても、今後企業団の行う業務において不利益

な扱いを受けることはない。 
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（６） 応募資格審査結果の通知 

応募資格確認結果は、令和６年８月１日（木）までに、代表構成員に対して書面で

通知する。応募資格がないと認めた者に対しては、その理由を付記する。 

 

（７） 提案書の受付 

応募希望者は、「提案書提出時の提出書類」に示す書類を以下のとおり提出するこ

と。 

 

○ 提案書提出時の提出書類 

提出書類 様式 部数 留意事項 

提案書提出届 様式１０ １部 ・Ａ４版ファイル綴じとす

る。図面でＡ３版を使用する

場合はＡ４版に折り込むこ

と。 

・文字サイズは１１ポイント

以上とする。ただし、図表中

及び図面中の文字サイズはこ

の限りでない。 

・副本及び概要版は提案者名

が特定されるような名称、マ

ーク等の記載は行わないこ

と。 

提案書 提案書 

様式 

正本 

１部 

 

副本 

１５部 

 

概要版 

１５部 

参考見積書 参考見積書 

様式 

２部 

プレゼンテーション参加者届 様式１１ １部 

提案書の電子データ一式 

（ＣＤ－Ｒ）※１ 

－ 
１枚 

※１ 提案書を一括で印刷できるようにしたデータとすること。 

 

① 提出期限 

令和６年８月２２日（木）午後５時 必着 

② 提出方法 

  代表構成員として応募する者が持参すること。 

○受付場所：群馬県太田市浜町１１番２８号 

群馬東部水道企業団企画課 

③ 提出部数 

  提案書は、正本１部、副本１５部、概要版１５部を提出すること。また、電子デー

タとしてＣＤ－Ｒに保存したもの一式を併せて提出すること。 

④ 提案書作成要領 

提案書は、提案書様式を使用し、サイズは日本工業規格「Ａ４版」縦置き横書き左

綴じとする。図表等で「Ａ３版」を使用するときは、折り綴じること。各提案書は分

冊とし、応募資格確認結果の通知に記載された応募者番号を必ず記載すること。 

また、副本及び概要版は応募者が特定されるような名称、マーク等の記載を行わ

ないこと。 
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４． 見積書の提出にあたっての留意事項 

見積書は参考見積書様式により作成すること。その他留意事項は以下のとおりで

ある。 

 

（１） 見積上限額 

本事業の事業費の上限額は、次のとおりである。 

① 施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務  １９，３８８百万円 

② 工事等関連委託業務                 ２，８３６百万円 

※ 消費税及び地方消費税に相当する金額を除いたものである。 

※ 物価及び労務単価の上昇を見込んだ金額である（１年当たり約３％）。 

※ 双方又はどちらか一方が見積上限額を上回った提案は失格とする。 

 

（２） 費目毎の支払い方法等 

① 変動費（薬品費、動力費） 

事業契約に基づく年間計画額の１２分の１を毎月支払うが、年度末の 終月に

実費で精算するものとする。そのため、参考見積書様式に記載する変動費は変更し

ないこと。 

変動費として扱う費目は施設維持管理・業務経営サポート等の包括委託業務の

うち、下記のとおりである。 

Ａ．浄水場及び関連施設管理業務におけるユーティリティ費、電力使用料、回線

使用料 

Ｄ．水道料金徴収業務における通信費、手数料、備消耗品費、保守料 

Ｅ．水道事務管理業務における修繕費、備消耗品費、通信費、光熱水費、広告料、

駐車場使用料 

※変動費に関する、プロフィットシェアを含む提案については、提案書作成要領に

示す、その他の応募者提案事項として記載すること。 

② 経常修繕費（突発修繕・漏水修理等） 

経常修繕費の費用は対応後に随時精算するものとする。そのため、参考見積書

様式に記載する経常修繕費は変更しないこと。 

③ 計画外施設整備費（Ｈ．その他事業における工事関連委託業務） 

他事業の要望等により発生するものであり、事業契約段階では工事箇所を特定

しない工事に関する設計・施工監理等の費用である。そのため、参考見積書様式に

記載する整備費は変更しないこと。 

 

（３） 災害等により生じた被害の復旧対応 

地震、風水害などによる災害や事故等により施設に被害が生じた場合は、企業団

と復旧作業等について対応を協議する。なお、復旧に係る経費は、委託費とは別に企

業団が負担する。 
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５． 事業者の選定に関する手続 

本事業における事業者の選定は公募型プロポーザル方式により行う。以下の内容

の他、詳細は「提案書審査基準」に示す。 

（１） 審査委員会の設置 

本事業における事業者選定について、専門的知見からの意見を聴取するため、審

査委員会を設置する。審査委員会の委員は、有識者４名及び企業団職員１名で構成

するが、委員の氏名等は事業者の選定に影響を与えないように、選定事業者の公表

までの間は非公表とする。企業団は、審査委員会の選定結果をもとに選定事業者を

決定する。 

（２） 提案審査の方法 

提案審査は、提案書類を対象に、 初に書面審査を行った後、応募者からのプレゼ

ンテーション及びヒアリングを実施する。プレゼンテーション及びヒアリングの詳

細については、提案書提出期限以降に応募者に通知する。 

（３） 選定事業者の決定 

企業団は、審査委員会から報告を受けた審査結果をもとに選定事業者を決定する。 

（４） 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、選定事業者の決定後速やかに各応募者に通知するとともに、企業団

ホームページで公表する。なお、電話等による問合せには応じない。 

（５） 応募に関する費用負担 

応募に当たっての費用は応募者の負担とする。 

（６） 提案書等の帰属 

提出された提案書等の著作権は応募者に帰属する。 

なお、提出された書類は応募者へ返却しない。 
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第３章  ㈱群馬東部水道サービスの再編成及び事業契約 

１． ㈱群馬東部水道サービスの再編成に関する手続 

（１） 基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結 

企業団は、選定事業者と協議を行い、本事業に係る基本的事項を定めた基本協定

を締結する。 

なお、選定事業者決定後から基本協定の締結日までの間、選定事業者が参加資格

要件を満たさなくなった場合、企業団は選定事業者と基本協定を締結しない場合が

ある。 

（２） ㈱群馬東部水道サービスの再編成 

第１期事業者は保有する㈱群馬東部水道サービスの株式を企業団に譲渡し、企業

団は保有する株式を選定事業者に譲渡する。 

ただし、選定事業者が第１期事業者と同じ事業者であり、出資構成を変更する必

要がない場合には（２）㈱群馬東部水道サービスの再編成を省略する。 

２． 事業契約の締結と終了 

（１） 事業契約の締結 

企業団は、基本協定の規定に基づき、事業契約を年度ごとに締結する。この際、前

年度の物価変動・労務単価の見直しや管路整備箇所の変更等を踏まえ委託料を含め

た事業契約内容の見直しを行う場合がある。 

なお、基本協定締結後から事業契約の締結までの間、選定事業者のいずれかが参

加資格要件を満たさなくなった場合、企業団は選定事業者と事業契約を締結しない

場合がある。 

（２） 事業契約終了後の対応 

事業契約期間（令和１２年３月３１日まで）終了後、事業環境の変化等を踏まえ

て、出資する民間グループを再度公募する可能性がある。 

再度公募した際に、それまで出資していた民間グループが再選定されなかった場

合など、業務を実施しなくなった構成員は、株式を企業団へ譲渡しなければならな

い。 

譲渡価格は、事業会社の自己資本額を株式数で割った額を、１株当たりの譲渡価

格とする。ただし、 低価格は当初に出資した額とする。 

３． 事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置 

事業契約等について疑義が生じた場合、企業団と選定事業者は、誠意をもって協

議する。 

 

本事業に対する問合せ先         

群馬東部水道企業団企画課 

電 話 ０２７６－４９－５３５５ 

電子メール kikaku@gtsk.or.jp 


